
暮
ら
し
●
お
知
ら
せ

の

Inform
ation

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
が
創
設

　
国
で
は
、
子
ど
も
や
子
育
て
世
代

を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
新
た
な
仕

組
み
と
し
て
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
金
制
度
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の

保
険
料
・
保
険
税
の
一
部
と
し
て

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
」

を
納
め
て
も
ら
い
、
子
育
て
支
援
の

充
実
に
役
立
て
て
い
く
も
の
で
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
令
和
8
年
度
の
国

民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
に
は
、
新
た
に

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
」
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
率
を
改
正

　
市
で
は
、
年
々
増
加
し
て
い
る
保

険
給
付
費
や
将
来
的
な
県
内
保
険
税

率
の
統
一
に
対
応
す
る
た
め
、
国
保

税
の
税
率
を
表
1
の
通
り
改
正
し
ま

す
。
国
保
税
の
税
率
は
、
県
に
よ
っ

て
市
町
村
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
標
準

保
険
料
率
を
参
考
に
決
定
し
て
い
ま

す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
改
正

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
料

は
、
2
年
に
一
度
、
保
険
料
率
が
見

直
さ
れ
ま
す
。
令
和
8
年
度
の
保
険

料
率
は
表
2
の
通
り
で
す
。
保
険
料

率
は
、
県
内
の
全
て
の
市
町
村
で
同

じ
で
す
。
今
回
は
医
療
費
が
増
え
て

い
る
こ
と
や
、
現
役
世
代
の
負
担
が

大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

後
期
高
齢
者
の
負
担
率
が
見
直
さ
れ

ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
国
民

健
康
保
険
☎
20
‐
1
5
2
6
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
☎
20
‐
1�

5 

4�

7
）へ
。

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

保
険
税
率
・
料
率
が
変
わ
り
ま
す

表1 国民健康保険税の税率
区分 改正前 改正後

基礎課税分

所得割率＊1 6.81% 7.01%
均等割額＊2 2万2,100円 2万3,200円
平等割額＊3 1万9,100円 2万円
課税限度額 65万円 66万円

後期高齢者
支援金分

所得割率 2.13% 2.30%
均等割額 8,700円 9,600円
課税限度額 24万円 26万円

介護納付金
分

所得割率 1.77% 1.83%
均等割額 1万5,700円 1万6,400円
課税限度額 17万円 17万円

子ども・子
育て支援金
分

所得割率

―

0.24%
均等割額 1,700円
18歳以上
均等割＊4 100円

課税限度額 3万円

合計

所得割率 10.71% 11.38%
均等割額＊5 4万6,500円 5万1,000円
平等割額 1万9,100円 2万円
課税限度額 106万円 112万円

＊1 所得に対する税率　＊2 1人当たりの金額 
＊3 1世帯当たりの金額
＊4 �18歳になって最初の3月31日までの子どもを除

いた、1人当たりの金額
＊5 �18歳以上均等割額を含む

表2 後期高齢者医療保険料の保険料率
区分 改正前 改正後

医療分
所得割率*6 9.11% 9.40%
均等割額*7 4万3,800円 5万1,000円
課税限度額 80万円 85万円

子ども・子
育て支援金
分

所得割率
―

0.25%
均等割額 1,310円
課税限度額 2万1,000円

合計
所得割率 9.11% 9.65%
均等割額 4万3,800円 5万2,310円
課税限度額 80万円 87万1千円

＊6 所得に対する税率　＊7 1人当たりの金額

消費生活センターからお知らせします

エアコンのような機能をうたう 
商品に注意!
　「置くだけで室温を大幅に下げる」といった、エ
アコンのような性能をうたう扇風機やサーキュ
レーターの広告をSNSで見て購入したものの、実
際に使ってみると「吹き出す風が思ったほど冷た
くない」「冷風モードに設定しても室温が変わらな
い」といった相談が寄せられています。
　消費電力が数ワットといった小さな機器で、エ
アコンのように空間の温度を大きく上げたり下げ
たりする冷暖房性能を実現することはできません。
　広告の内容をうのみにせず、商品を購入する際
は次のことを心掛けましょう。

◦「エアコン並み」「数秒で室温が変わる」など、広
告の記載内容が冷暖房性能を誇張する表現をし

ていないかを確認する
◦インターネット通販で購入する時は「特定商取
引法に基づく表記」のページをよく確認する

　不安に思ったり、トラブルになったりした場合
は、消費生活センターに相談してください。

※くわしくは同センター（☎23-1161）へ。
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者
は
枝
の
剪せ

ん

定て
い

や
垣
根
の
刈
り
込
み

を
す
る
な
ど
、
適
切
に
管
理
し
て
く

だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
5
1
）へ
。

多
文
化
共
生
指
針

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
と
暮
ら
す
た
め
に

　
市
で
は
、
日
本
人
住
民
と
外
国
人

住
民
が
共
に
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、「
成
田
市
多
文
化

共
生
指
針
」
を
策
定
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
多
文
化
共
生
と
は
、
国
籍
や
民
族

の
異
な
る
人
た
ち
が
お
互
い
の
文
化

を
認
め
合
い
、
対
等
な
立
場
で
共
に

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
行
政
機
関

だ
け
で
な
く
、
企
業
や
団
体
、
市
民

一
人
一
人
が
多
文
化
共
生
社
会
の
実

現
に
向
け
て
考
え
、
行
動
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
指
針
は
市
民
協
働

課（
市
役
所
2
階
）ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
0 

7
）へ
。

成
田
都
市
計
画
・

下
総
大
栄
都
市
計
画

案
の
縦
覧
と
意
見
の
提
出
を

　
次
の
都
市
計
画
変
更
・
決
定
に
つ

い
て
案
の
縦
覧
と
意
見
の
提
出
が
で

き
ま
す
。

①
成
田
都
市
計
画
の
「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
」
の
変
更

②
下
総
大
栄
都
市
計
画
の
「
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
」
の
変
更

③
西
三
里
塚
地
区
の
区
域
区
分
・
用

心
に
環
境
美
化
運
動
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
こ
の
運
動
で
は
、
各
地
区
の
道

路
や
公
園
な
ど
に
捨
て
ら
れ
た
瓶
・

缶
な
ど
の
ご
み
拾
い
を
行
い
ま
す
。

　
個
人
や
事
業
所
で
環
境
美
化
運
動

に
参
加
す
る
場
合
は
、
ご
み
袋
を
配

布
し
ま
す
の
で
、
事
前
に
ク
リ
ー
ン

推
進
課（
☎
20
‐
1
5
3
0
）へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

実
施
基
準
日
＝
5
月
31
日
㈰
、
8
月

2
日
㈰
、
12
月
6
日
㈰

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

介
護
職
員
初
任
者
研
修

受
講
費
用
を
補
助
し
ま
す

　
市
で
は
、
介
護
職
員
初
任
者
研
修

を
修
了
し
、
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
に
3
カ
月
以
上
就
業
し
て
い

る
人
を
対
象
に
、
研
修
の
受
講
費
用

を
補
助
し
て
い
ま
す
。
補
助
を
受
け

る
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
高
齢
者
福
祉
課（
☎
20
‐
1�

5 

3�

7
）へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
額
＝
受
講
料
・
教
材
費
の
合
計

額（
上
限
10
万
円
）

申
請
書
配
布
場
所
＝

高
齢
者
福
祉
課（
市

役
所
議
会
棟
1
階
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

途
地
域
の
変
更

④
不
動
ケ
岡
地
区
の
用
途
地
域
の
変

更
、
高
度
地
区
の
変
更
、
地
区
計

画
の
決
定

⑤
東
町
・
花
崎
町
地
区
地
区
計
画
の

変
更

⑥
成
田
都
市
計
画
の
「
都
市
再
開
発

の
方
針
」
の
変
更

期
間
＝
5
月
7
日
㈭
〜
21
日
㈭

縦
覧
場
所
＝
①
②
都
市
計
画
課（
市

役
所
5
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
、

県
都
市
計
画
課（
県
庁
中
庁
舎
7

階
）③
都
市
計
画
課
、
県
都
市
計

画
課
④
⑤
都
市
計
画
課
⑥
市
街
地

整
備
課（
市
役
所
5
階
）、
県
市
街

地
整
備
課（
県
庁
中
庁
舎
5
階
）

意
見
の
提
出
方
法
＝
5
月
21
日
㈭

（
当
日
消
印
有
効
）ま
で
に
①
〜
⑤

は
都
市
計
画
課
、
⑥
は
市
街
地
整

備
課
に
あ
る
意
見
提
出
書
を
直
接

ま
た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課（
〒
2 

8�

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7�

6
0
）

へ
※
く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
6
0
）へ
。

環
境
美
化
運
動

美
し
い
ま
ち
を
私
た
ち
の
手
で

　
区
や
自
治
会
、
事
業
所
な
ど
の
協

力
を
得
て
、
次
の
実
施
基
準
日
を
中

樹
木
の
剪
定

伸
び
過
ぎ
た
枝
は
危
険
で
す

　
樹
木
の
枝
が
敷
地
か
ら
道
路
上
へ

張
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
車
道
や
歩
道
へ
伸
び
た
枝
は
道
幅

を
狭
く
す
る
な
ど
、
車
や
自
転
車
、

歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
と
な
り
、
思

わ
ぬ
事
故
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
地
域
の
安
全
の
た
め
に
も
、
所
有

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

春巡業・大相撲成田場所で（10日）

4月1日㈬〜15日㈬

市 長 日 誌
市長日誌は市ホームページでも
公開しています

1日
新規採用職員入所式
辞令交付式
土地開発公社理事会

2日 成田山全国競書大会授賞式
3日 成田のおどり花見

4日 成田空港旗杯少年野球の部開
会式

7日 民生委員・児童委員委嘱状伝
達交付式

9日 新規採用職員研修（市長講話）

10日

春巡業・大相撲成田場所
成田空港滑走路新増設推進協
議会
成田空港に関する四者意見交
換会

11日

レクリエーション協会総会
スポーツ少年団委員総会
スポーツ推進委員連絡協議会
総会

15日 成田商工会議所青年部総会

市ホームページ

市ホームページ

広報なりた 2026.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2026.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です15



暮
ら
し
●
お
知
ら
せ

の

を
始
め
る
人

資
金
の
種
類
と
上
限
額

◦
季
節
資
金
…
3
0
0
万
円

◦
一
般
事
業
・
環
境
経
営
支
援
資
金

…
設
備
3
、
0
0
0
万
円
・
運
転

1
、
5
0
0
万
円

◦
事
業
転
換
・
創
業
支
援
資
金
…
設

備
1
、
5
0
0
万
円
・
運
転
7�

5 

0
万
円

◦
小
口
零
細
企
業
保
証
制
度
事
業
資

金
…
設
備
2
、
0
0
0
万
円
・
運

転
1
、
0
0
0
万
円

※
利
率
な
ど
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
く
わ
し

く
は
商
工
振
興
企
業
立
地
課（
☎ 

20
‐
1
6
2
2
）へ
。

水
道
メ
ー
タ
ー

受
託
業
者
が
無
料
で
交
換

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
間
は
、

計
量
法
で
8
年
以
内
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
市
で
は
、
有
効
期
間
が
満

了
を
迎
え
る
家
庭
や
事
業
所
な
ど
の

水
道
メ
ー
タ
ー
を
順
次
交
換
し
て
い

ま
す
。
対
象
者
に
は
事
前
に
連
絡
し
、

交
換
作
業
は
、
市
が
委
託
し
た
事
業

者
が
無
料
で
行
い
ま
す
。

地
球
環
境
保
全
協
定

締
結
事
業
者
を
募
集

　
市
で
は
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ

の
実
現
に
向
け
て
、
市
民
や
事
業
者

と
の
協
働
で
2
0
5
0
年
ま
で
に
二

酸
化
炭
素
排
出
量
の
実
質
ゼ
ロ
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
対
策
、
ご
み

の
適
正
処
理
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

な
ど
を
行
う
事
業
者
を
募
集
し
「
成

田
市
地
球
環
境
保
全
協
定
」
を
結
ん

で
い
ま
す
。

　
協
定
を
結
ん
だ
事
業
者
は
市
の
融

資
制
度
「
環
境
経
営
支
援
資
金
」
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
融
資
に

は
条
件
や
審
査
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

協
定
を
結
ん
だ
事
業

者
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
て
い
ま

す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

中
小
企
業
資
金
融
資
制
度

設
備
資
金
や
運
転
資
金
に

対
象
＝
中
小
企
業
者
、
新
た
に
事
業

　
作
業
員
は
市
発
行
の
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎

22
‐
0
2
6
9
）へ
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

身
近
な
相
談
相
手

　
毎
年
5
月
12
日
は
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日
で
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
、
皆

さ
ん
と
同
じ
地
域
に
暮
ら
す
身
近
な

相
談
相
手
で
す
。
福
祉
の
制
度
に
関

す
る
悩
み
事
な
ど
が
あ
っ
た
ら
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
各
地
区
の
委
員
が
分
か
ら
な
い
場

合
は
社
会
福
祉
課（
☎
20
‐
1
5
3 

6
）へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

受
水
槽
の
管
理

安
全
な
水
質
を
保
つ
た
め
に

　
受
水
槽
は
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー

ト
・
店
舗
な
ど
で
建
物
の
利
用
者
に

飲
み
水
な
ど
を
供
給
す
る
た
め
、
水

道
水
を
一
時
的
に
た
め
る
施
設
で
す
。

　
建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
は
、
飲

み
水
と
し
て
安
全
な
水
質
を
保
つ
た

め
、
法
令
で
定
め
ら
れ
た
受
水
槽
の

清
掃
や
点
検
を
行
い
、
適
切
な
管
理

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎

22
‐
0
2
6
9
）へ
。

国
際
生
物
多
様
性
の
日

命
の
つ
な
が
り
を
考
え
よ
う

　
毎
年
5
月
22
日
は
国
際
生
物
多
様

性
の
日
で
す
。
生
物
多
様
性
と
は
、

生
物
の
豊
か
な
個
性
と
つ
な
が
り
の

こ
と
で
す
。
地
球
上
に
は
3
、
0�

0 

0
万
種
と
も
い
わ
れ
る
多
様
な
生
物

が
存
在
し
、
互
い
に
支
え
合
っ
て
生

き
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
、
身
近
な
生
物
多
様
性

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

市ホームページ

生物多様性の指標の1つとされるカエル

市ホームページ

市ホームページ

対象施設＝市役所（成田消防署を除く）、下総・大栄
支所、市民課赤坂・遠山分室、保健福祉館、水道
庁舎

実施時間＝午前9時〜午後4時30分
実施場所＝市民課・保険年金課（市
役所1階）、市民税課・納税課・子
育て支援課（市役所2階）

　　　　開庁時間と休日窓口サービスの実施日が変わります

窓口・電話の受け付けは
午前9時〜午後4時30分に

休日窓口サービスは第2・4日曜日に

7月から

※くわしくは行政管理課（☎20-1501）または市ホームページへ。
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